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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成24年8月16日(2012.8.16)

【公開番号】特開2011-221021(P2011-221021A)
【公開日】平成23年11月4日(2011.11.4)
【年通号数】公開・登録公報2011-044
【出願番号】特願2011-83852(P2011-83852)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｆ  25/00     (2006.01)
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月29日(2012.6.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　較正すべき流量測定装置被検体（３）が装着される少なくとも１つの被検体測定区間（
２）と、該被検体測定区間（２）を通る媒体の流れを形成するための少なくとも１つの装
置（４）と、前記被検体測定区間（２）内の媒体温度を検出するための少なくとも１つの
温度測定装置（５）とを有する流量測定装置用の較正装置において、
　前記温度測定装置（５）が超音波流量測定装置（８）として構成されており、媒体中で
放射された超音波信号の速度によって媒体温度を決定し、該超音波温度測定装置（８）は
被検体測定区間（２）の通流横断面に突入しておらず、したがって被検体測定区間（２）
内の流れが超音波温度測定装置により、とりわけ流量測定装置被検体の領域では実質的に
影響を受けない、こと特徴とする較正装置。
【請求項２】
　侵襲性基準温度測定装置（９）とこれに所属する基準超音波温度測定装置（１０）とが
互いに隣接して較正装置内に、被検体測定区間（２）内の流れが、超音波温度測定装置（
８）の領域でも流量測定装置被検体（３）の領域でも、侵襲性基準温度測定装置（９）か
ら実質的に影響を受けないように配置されており、このようにして基準超音波温度測定装
置（１０）により、媒体内の超音波速度Ｖｒｅｆを、侵襲性基準温度測定装置（９）によ
り求められた媒体温度Ｔｒｅｆにおいて決定することができる、ことを特徴とする請求項
１に記載の較正装置。
【請求項３】
　基準測定から得られた媒体中の超音波速度Ｖｒｅｆと媒体温度Ｔｒｅｆとの関係Ｖｒｅ

ｆ＝ｆ（Ｔｒｅｆ）が、被検体測定区間（２）における超音波温度測定装置（８）による
温度測定のためのベースとして使用される、ことを特徴とする請求項２に記載の較正装置
。
【請求項４】
　侵襲性基準温度測定装置（９）とこれに所属する基準超音波測定装置（１０）とは被検
体測定区間（２）内に配置されている、ことを特徴とする請求項１から３までのいずれか
１項に記載の較正装置。
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【請求項５】
　被検体測定区間（２）へのバイパス（１１）が実現されており、該バイパス（１１）に
侵襲性基準温度測定装置（９）と、これに所属する基準超音波温度測定装置（１０）とが
配置されている、ことを特徴とする請求項２または３に記載の較正装置。
【請求項６】
　前記バイパス（１１）は、遮断機構（１２，１３，１４）によって被検体測定区間（２
）から流体技術的に分離可能である、ことを特徴とする請求項５に記載の較正装置。
【請求項７】
　前記バイパス（１１）はバイパス循環路を形成し、該バイパス循環路には媒体用の搬送
装置（１５）および／または加熱装置（１６）および／または冷却装置（１７）が設けら
れている、ことを特徴とする請求項５または６に記載の較正装置。
【請求項８】
　前記被検体測定区間（２）は被検体測定区間循環路を形成し、該被検体測定区間循環路
には媒体用の搬送装置（４）および／または加熱装置（１８）および／または冷却装置（
１９）が設けられている、ことを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の較正
装置。
【請求項９】
　被検体測定区間（２）内の超音波温度測定装置（８）は、被検体測定区間（２）の断面
を通る複数の超音波経路（２０ａ，２０ｂ，２０ｃ）を有し、および／または基準超音波
温度測定装置は、バイパス（１１）の断面を通る複数の超音波経路（２０ａ，２０ｂ，２
０ｃ）を有し、前記超音波経路（２０ａ，２０ｂ，２０ｃ）は、被検体測定区間（２）ま
たはバイパス（１１）の断面を半径方向にまたは平行に延在している、ことを特徴とする
請求項１から８のいずれか１項に記載の較正装置。
【請求項１０】
　複数の温度測定装置（８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄ）が通流方向で互いに間隔を置いて被検
体測定区間（１）内に配置されており、とりわけ較正すべき流量測定装置被検体（３）の
取付け箇所の上流に配置されている、ことを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に
記載の較正装置。
【請求項１１】
　請求項２または請求項２を引用する請求項３から８までのいずれかに記載の較正装置に
よる流量測定装置の較正方法であって、較正装置（１）は、較正すべき流量測定装置被検
体（３）が装着される少なくとも１つの被検体測定区間（２）と、該被検体測定区間（２
）を通る媒体の流れを形成するための少なくとも１つの装置（４）と、前記被検体測定区
間（２）内の媒体温度を検出するための少なくとも１つの温度測定装置（５）とを有し、
　前記温度測定装置（５）は超音波温度測定装置（８）として構成されており、
　侵襲性基準温度測定装置（９）とこれに所属する基準超音波温度測定装置（１０）とが
互いに隣接して前記較正装置（１）内に、被検体測定区間（２）内の流れが、超音波温度
測定装置（８）の領域でも流量測定装置被検体（３）の領域でも、侵襲性基準温度測定装
置（９）から実質的に影響を受けないように配置されており、このようにして基準超音波
温度測定装置（１０）により、媒体内の超音波速度（Ｖｒｅｆ）を、侵襲性基準温度測定
装置（９）により求められた媒体温度（Ｔｒｅｆ）において決定することができる較正方
法において、
　較正装置（１）内で、基準超音波温度測定装置（１０）による超音波速度（Ｖｒｅｆ）
の測定と、侵襲性基準温度測定装置（９）による媒体温度（Ｔｒｅｆ）の測定が実施され
、これらの測定から得られた媒体の超音波速度Ｖｒｅｆと媒体温度Ｔｒｅｆとの関係Ｖｒ

ｅｆ＝ｆ（Ｔｒｅｆ）が、被検体測定区間（２）における超音波温度測定装置（８）によ
る温度測定のためのベースとして使用される、ことを特徴とする較正方法。
【請求項１２】
　請求項６記載の較正装置（１）と関連して、被検体測定区間（２）へのバイパス（１１
）が実現されており、該バイパス（１１）に侵襲性基準温度測定装置（９）と、これに所
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属する基準超音波温度測定装置（１０）とが配置されており、さらに前記バイパス（１１
）は、遮断機構（１２，１３，１４）によって被検体測定区間（２）から流体技術的に分
離可能である較正方法において、
　媒体内の超音波速度Ｖｒｅｆと媒体温度Ｔｒｅｆとの関係（Ｖｒｅｆ＝ｆ（Ｔｒｅｆ）
）がバイパス（１１）内で得られ、該バイパス（１１）が被検体測定区間（２）内に存在
する媒体により注水された後、該バイパス（１１）は遮断機構（１２，１３，１４）によ
って被検体測定区間（２）から流体技術的に分離される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　バイパス（１１）でまず、媒体の安定した状態、とりわけ基準温度測定装置（９）によ
り求められる媒体温度に関して安定した状態を待機し、それから、媒体内の超音波速度Ｖ

ｒｅｆと媒体温度Ｔｒｅｆとの関係Ｖｒｅｆ＝ｆ（Ｔｒｅｆ）を決定し、被検体測定区間
における超音波温度測定装置のために使用する、ことを特徴とする請求項１２に記載の方
法。
【請求項１４】
　該バイパス（１１）またはバイパス循環路内に設けられた媒体用の搬送装置および／ま
たは加熱装置および／または冷却装置を使用して、バイパス（１１）中で複数の温度が順
次調整され、媒体内の超音波速度Ｖｒｅｆと媒体温度Ｔｒｅｆとの複数の関係Ｖｒｅｆ＝
ｆ（Ｔｒｅｆ）が得られ、とりわけ媒体圧力も測定され、各求められた関係ごとに記録さ
れる、ことを特徴とする請求項１２または１３に記載の方法。
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